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第4回たてしな良い映画を見る会

映画 『お終活 熟春！
人生、百年時代の過ごし方』

11月26日（日）①１０：００ ②１３：３０ ③１６：３０

＊立科町老人福祉センター
参加券をお求めください。
大人８００円（高校生以下無料） 当日1,000円

離婚寸前の熟年夫婦が、終活を進める中でお互
いを見つめ直し、生きることに向かって準備する
『お終活』。高畑淳子、橋爪功が夫婦役。
笑って、泣いて、役に立つ！お楽しみに！

主催：良い映画を見る会/共催：ＪＡ佐久浅間女性会
【問い合わせ】090-9144-8534 ＭＵＲＡＴＡ

１１．７ 全員協議会の報告 蓼科クロスカントリーコースの整備について 令和5年

度当初予算より、議員で修正動議で削除されたクロスカントリー
コースの整備について、あらたな提案がありました。

①傾斜して洗
堀されやすい
コースは芝を
張り緑化

800ｍのコー
スを新設

1㎞のコース

の内側に排
水溝を設置
し、コースに
傾斜を掛け
る。

比較的平地 1㎞コース

①洗堀の激しい、傾斜部分は芝を張り、緑化する。
②比較的平坦な1㎞コースの内側に排水溝を設置
して、雨を逃がす。

③800ｍのコースを平地に新設。

質疑の中で明らかになったのは、設計を
専門家ではなく、役場職員が担当しているこ
とが分かりました。これまでも大雨でコース
が荒れて、有料での提供はできずにいました、
この方法で、解決できるのでしょうか。

予算2千万円、12月議会に上程予定

初
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去年は、大事に貯蔵しておいたサツマイ
モが、寒さにやられたので、今年は芋干し
にして保存しようと、芋干しつくりに挑戦。
芋を洗い適当な大きさに切って蒸し器で蒸して、
厚さ8㎜程度に切って,竹網の上で1週間乾燥。
まだ、粉は噴きませんが、その前になくなり

そうなおいしさです。残りもこの方式で。



１１．７ 全員協議会の報告続き

「空き家DIYワークショップ」を引き続き上青
木の残りの教職員住宅2棟で開催予定
昨年、上青木（旧千草保育園の西側）の旧

教職員住宅2戸を、希望者によるリフォーム作
業＝DIYにより、新たな装いに改修し、すでに
移住者に住んでもらっていますが、今度、残
り2戸分を新たに改修し、来年赴任する教職員
に提供する試みを、再び行いたいとの事で、
12月議会に予算が上がる見込みで、その説明
がありました。
これまで、ＤIY希望者の対応を町職員で

やっていましたが、住宅にかかわる様々な備
品や材料を調達するのが困難で、
専門の会社、株式会社クリークス
（長野市）に管理を委託する予定です。

管理業務委託料 164万円 （+56.7万円）
改修工事を専門業者に委託する工事請負費

1853,5万円（+750,2万円）
＊和室1部屋、廊下・水回り部分の改修を依頼
（ ）内が補正予算となります。

＊クロスカントリーコースの土質改良と設計
変更は町職員で行うこととしていますが、そ
ちらも専門業者の力と技術を借りないと、抜
本的な改善にはならないのではないかと心配
されます。

口座番号 ００１７０－９－１４０３２１
▽加入者名 日本共産党災害募金係

＊通信欄に「ガザ募金」と明記してください。

日本共産党は「ジェノサイド（大量虐殺）
の重大な危険」と現在の事態体を的確に告発
し、ガザ危機を引き起こした歴史的背景の分
析に立って、打開のための理性的な提案を
行っています。国際人道条約に違反する大変
残虐な破壊的攻撃が続けられています。

ガザ地区ではすでに1万人を超える犠牲者が
生まれ、その犠牲者の4割は子供と報じられて
います。国連児童基金（ユニセフ）に送る募
金です。すでに日本共産党を通して1500万円
が贈られたとの事です。皆さんのご協力をお
願いいたします。

日本共産党、ガザ攻撃の「即時停戦」を
関係各国大使館・国際機関に

申し入れ・懇談 11.7

武田良介氏をニューヨークへ
カンパにご協力をお願いいたします。

１１/２７～１２/１
核兵器禁止条約締約国会議

国連本部（ニューヨーク市）で開
催される第２回核兵器禁止条約締約国会議が
開かれ、日本から市民団体がオブザーバー参
加します。長野県から武田良介氏（前参議院
議員）がオブｚ-バー参加予定です。
目標は６０万円（交通費・滞在費込み）

口座番号 00550-7-12075
加入者 日本共産党長野県委員会

通信欄に「核兵器禁止派遣募金」と明記をお
願いします。

12月議会に給与増額改定
ボーナスを0.1か月分増額へ
会計年度任用職員は改定無し

12月議会に長野県の人事院勧告を受けた給与
改定の予算が上程されます。
その骨子は、
1.給料表の改正で令和5年4月1日にさかの
ぼって支給予定

2.期末・勤勉手当の支給月数改正
3.会計年度任用職員に係る勤勉手当の創設
（令和6年度から）

今回の改正では、会計年度任用
職員の期末手当の増額改定はあり
ません。その理由は、今年の10月
から、最低賃金の改定（908円から948円）を
受けて、町の1級1号俸の時間単価が1,071円/
時間に増額になっているため期末手当は変え
ないというもの。令和6年度からは同率にな
る予定ですが、あまりにも違いますね。
期末手当は
一般職で 期末手当2.45（2.40）/年に

勤勉手当2.05（2.00）/年に
合計4.50と0.1か月増えます。

会計年度任用職員は
今年12月の期末手当は2.55か月のままです。


